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平成３０年度答申第１０号 

平成３０年５月２４日 

 

諮問番号 平成３０年度諮問第２号（平成３０年４月１１日諮問）  

審 査 庁 法務大臣 

事 件 名 司法書士に対する懲戒処分に関する件 

 

答  申  書 

 

 審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

 １ 事案の経緯 

（１）東京法務局長（以下「処分庁」という。）は、平成２９年１２月１日付

けで、日本司法支援センター（以下「法テラス」という。）の契約司法書

士であった審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が次の①から⑦

までの事実（以下、それぞれの事実を「①の事実」などといい、①の事実

と④の事実を併せて「①及び④の事実」、①の事実、②の事実、③の事実

及び④の事実を併せて「①から④までの事実」という。）を行い、それら

が司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）２条及び２３条（東京司法書

士会会則（以下「本件会則」という。）９４条及び１１３条）の規定に違

反するものであるとして、司法書士法４７条２号の規定に基づき、審査請

求人に対し、同日から６か月の業務停止処分（以下「本件処分」という。）

をした。 

① 平成２３年５月１７日、Ａ地所在の事務所（以下「Ａ地事務所」とい

う。）において、Ｐに対して総合法律支援法（平成１６年法律第７４号）
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３０条１項２号ホに基づく民事裁判等手続に係る法律相談援助（以下「法

律相談援助」という。なお、同号ホについて、これまでに実質的な法律改

正はない。）を行った際、法テラスと締結した民事法律扶助契約に係る

「民事法律扶助業務にかかる事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司

法書士等との契約条項」（以下「契約条項」という。）１６条２項に違反

し、法テラスの地方事務所長（以下「地方事務所長」という。）の承認な

く直接債務整理委任・業務委託契約（以下「本件直接委任契約」という。）

を締結した。 
② 平成２３年５月２１日、Ｐから電話で相談を受けるにとどまり、Ｐに対

し、契約条項７条１項が定める法律相談援助の方法として認められる法律

相談援助を行っていないにもかかわらず、これを行ったとして、法テラス

に法律相談費を不正に請求した。 
③ 平成２３年６月７日、Ｐの夫Ｑと面談したにとどまり、Ｐに対して法律

相談援助を行っていないにもかかわらず、これを行ったとして、法テラス

に法律相談費を不正に請求した。 
④ 平成１８年から平成１９年頃までの間、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｕ及びＶに対して

法律相談援助を行った際、契約条項１６条２項に違反して地方事務所長の

承認なく直接委任契約を締結した。 
⑤ 平成２０年１０月９日付け援助開始決定を受けたＷに係る債務不存在確

認事件について司法書士業務を行ったが、本件会則１０６条の２に違反し

て１０年間本人確認等記録を保存しなかった。 
⑥ 平成２３年３月３日、その事務所をＡ地事務所からＢ地所在の事務所

（以下「Ｂ地事務所」という。）に移転した旨日本司法書士会連合会に届

け出たものの、Ａ地事務所においても司法書士業務を行い、もって司法書

士法２０条及び司法書士法施行規則（昭和５３年法務省令第５５号）１９

条に違反して２以上の事務所を設けた。 
⑦ 平成１７年から平成２２年までの間、東京司法書士会Ｃ支部の支部会員

として、同支部に対し、支部会費合計４万３２００円の納入義務を負って

いたにもかかわらずこれを納入せず、平成２３年３月から平成２９年７月

までの間、Ｄ支部の支部会員として、同支部に対し、支部会費合計７万７

０００円の納入義務を負っていたにもかかわらず、これを納入しなかった

（それぞれの支部規則に違反）。 

（２）審査請求人は、平成２９年１２月１３日付けで、審査庁に対し、本件処
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分の取消しを求めて審査請求をした。 

（３）審査庁は、平成３０年４月１１日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして、諮問をした。 

以上の事案の経緯は、諮問書、審査請求書及び懲戒処分書から認められる。 

２ 関係する法令等の定め 

（１）司法書士に対する懲戒及びその手続について 

司法書士法４７条は、「司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に

違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の

長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる」と規定

し、同条２号において、「２年以内の業務の停止」を掲げている。 

（２）民事法律扶助業務について 

総合法律支援法３０条１項は、法テラスは、総合法律支援に関する同項１

号から１２号までに掲げる業務を行う旨規定し、同項２号は、民事裁判等

手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支

払う資力がない国民等又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民

等を援助する業務を掲げている。そして、同号イからホまでは、同業務と

して、民事裁判等手続の準備及び追行のため代理人に支払うべき費用の立

替え等（同号イ及びロ。以下「代理援助」という。）、弁護士法その他の

法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とする

ことができる者に対し民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払

うべき費用の立替え等（同号ハ及びニ。以下「書類作成援助」という。）、

並びに、弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とする

ことができる者による法律相談を実施すること（同号ホ。法律相談援助）

を掲げている。 

（３）違反行為について 

ア 司法書士法及び司法書士法施行規則 

（ア）司法書士法２条は、「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関す

る法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければ

ならない」と規定する。 

（イ）司法書士法２０条は、「司法書士は、法務省令で定める基準に従い、

事務所を設けなければならない」と規定し、同条における「法務省令

で定める基準」として、司法書士法施行規則１９条は、「司法書士は、

２以上の事務所を設けることができない」と規定する。 
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（ウ）司法書士法２３条は、「司法書士は、その所属する司法書士会及び

日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない」と規定する。 

イ 本件会則 

（ア）本件会則９４条１項は、「司法書士会員は、法律学その他必要な学

術の研究及び実務の研鑽に努めるとともに、たえず人格の向上を図り、

司法書士としての品位を保持しなければならない」と規定し、同条２

項は、「会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」

と規定する。 

（イ）本件会則１１３条は、「会員は、連合会並びに本会の会則、規則、

規程、支部規則及び総会の決議を守らなければならない」と規定する。 

ウ 契約条項 

（ア）契約条項７条１項は、「法律相談担当者は、センターの事務所若し

くは指定相談場所又は事務所相談登録弁護士若しくは事務所相談登録

司法書士の事務所において、法律相談援助を実施する」と規定し、同

条２項は、「法律相談担当者は、高齢者若しくは障害者又は定められ

た相談場所から遠距離の地域に居住している者に対して、地方事務所

長が所定の手続きにより申込者の居住場所その他適宜の場所において

法律相談援助を実施することとした場合には、前項の規定にかかわら

ず、当該場所において法律相談援助を実施することができる」と規定

する。 

（イ）契約条項１２条は、「法律相談担当者は、法律相談援助を行ったと

きは、法律相談の概要を記載した書面（以下「法律相談票」という。）

を作成し、地方事務所長に速やかに提出しなければならない」と規定

する。 

（ウ）契約条項１６条２項は、「法律相談担当者は、業務方法書第９条に

規定する代理援助又は書類作成援助の援助要件に該当すると思料する

申込者に対して、地方事務所長の承認なく、自己と直接委任契約を締

結するよう勧誘してはならない」と規定する。 

３ 審査請求人の主張の要旨 

（１）審査請求人の主張 

審査請求人は、①から④までの事実及び⑥の事実に係る審査請求人の行

為について、次のとおり主張して、各行為の存在又はこれらを本件処分の

原因とすることを争っている。 
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ア ①及び④の事実について 

審査請求人が、Ｐほか５名に対して法律相談援助を行った際、地方事務

所長の承認なく直接委任契約を締結した事実は認めるが、審査請求人は、

Ｐらから請われて委任契約を締結したので、これが直接委任契約締結の

「勧誘」を禁止する契約条項１６条２項に全く抵触しないのは明らかであ

る。 

イ ②の事実について 

審査請求人が、平成２３年５月２１日、Ｐから電話で相談を受けた際、

Ｐに法律相談援助を実施したとして法律相談費の請求をした事実は認める

が、審査請求人は、このような事態になるまでそもそも契約条項７条１項

及び２項の存在を知らず、電話相談でも法律相談援助の対象になると思い

違いをしていたものであり、悪意はない。悪意のない間違えを不正請求だ

というのは行き過ぎた行為である。 

ウ ③の事実について 

審査請求人が、平成２３年６月７日、Ａ地事務所において、Ｐではなく、

Ｑと面談したにとどまることは認めるが、ＱはＰの代理人として来所し、

審査請求人は、Ｐとの間の本件直接委任契約の解除の手続と今後のＰの債

務整理の相談を行ったのであるから、Ｐに対して法律相談援助を行ったと

して法律相談費を請求したことには、何の問題もない。 

エ ⑥の事実について 

審査請求人がＢ地事務所への事務所の移転の届出後もＡ地事務所で司法

書士業務を行っていたことは認めるが、これはＢ地事務所の内装工事の遅

れのため移転が遅れたためであり、審査請求人が双方の事務所で同時期に

司法書士業務を反復・継続して行っていたことはないため、複数事務所の

設置を禁止する司法書士法２０条及び司法書士法施行規則１９条の規定に

反することはない。 

第２ 審査庁の諮問に係る判断 

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見

の概要は以下のとおりである。 

１ ①及び④の事実について 

契約条項１６条２項が法律相談被援助者と直接委任契約を締結することの

勧誘について地方事務所長の承認を要するとしているのは、一般に、代理援

助又は書類作成援助の要件を充足する者については、弁護士・司法書士と直
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接委任契約を締結するよりも有利になるものと考えられるため、法律相談被

援助者の利益を保護しようとしたものと考えられる。そうすると、上記条項

にいう「勧誘」とは、積極的な誘引に限定されるものではなく、締結できる

ことの示唆や相手方からの要望に対して受けられる旨応答する場合を含むも

のと解され、これらのみならず、法律相談担当者である弁護士又は司法書士

が、結果的に、法律相談被援助者と代理援助又は書類作成援助の要件を充足

する者とが直接委任契約を締結しようとすることも上記「勧誘」に該当し、

地方事務所長の承認を要すると解される。 

しかるところ、審査請求人は、地方事務所長の承認を得ずに、①及び④の

事実に係る直接委任契約を締結したのであるから、これらの各行為が契約条

項１６条２項に違反することは明らかである。 

２ ②の事実について 

契約条項７条１項が、法律相談援助は、センターの事務所若しくは指定相

談場所又は事務所相談登録弁護士若しくは事務所相談登録司法書士の事務所

において実施する旨規定しており、同条２項において、一定の要件の下、法

律相談被援助者の居住場所等における法律相談援助を許容していることから

すると、契約条項７条の法律相談援助は、法律相談被援助者及び司法書士等

の双方が定められた相談場所において相談を行うもののみを許容し、法律相

談被援助者が定められた場所にいない電話相談を許容していないことは文言

上明らかである。このことを認識していなかった旨の審査請求人の弁解は信

用できない。 

なお、平成２３年５月２１日の審査請求人とＰとの電話による相談は、本

件直接委任契約を継続するか否かに関するものであった事実が認められ、内

容においても法律相談援助の対象とはならず、契約の事実を秘し、「代理援

助が相当」な事案である旨偽って法律相談費を請求する行為は、法律相談費

の不正請求に該当する。 

３ ③の事実について 

Ｑは、平成２３年６月７日、本件直接委任契約の解除についての話合いを

するために、Ａ地事務所に赴き、審査請求人との面会の結果、審査請求人と

の間で解除について合意した（Ｐ及びＱは同旨の供述をしており、これらの

供述の内容は、特段不自然な点はなく、信用できる。）。この点、審査請求

人は、契約の解除の申入れをする際に、Ｐの債務整理についての相談を受け

た旨弁解するが、解除の申入れの際に、更に債務整理の相談をするというの
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は不可解で信用できない。 

そして、本件直接委任契約の解除についての話合いは、本件直接委任契約

に起因するものであり、法律相談援助の対象でないことは明らかであり、契

約の事実を秘し、「代理援助が相当」な事案である旨偽って法律相談費を請

求する行為は、法律相談費の不正請求に該当する。 

なお、仮に審査請求人の弁解するとおり、審査請求人がＰの「債務整理」

に関する法律相談をしていたとしても、それは本件直接委任契約に基づき処

理すべきものであり、当該法律相談について法律相談援助の申込みをするこ

とは、契約条項の趣旨に反するものであることは明らかであるから、審査請

求人の弁解はそもそも主張自体失当である。 

４ ⑥の事実について 

司法書士法２０条及び司法書士法施行規則１９条が、司法書士が複数の事

務所を設置することを禁止しているのは、司法書士の常駐しない事務所が非

司法書士の活動の温床になるおそれがあることや、司法書士に対する所属司

法書士会による指導権を確保する必要があるからと考えられる。そうすると、

司法書士法施行規則１９条にいう「事務所を設ける」とは、実質的に司法書

士業務を行う事務所を設けることはもちろん、形式的に司法書士事務所を設

けた旨外部に明らかにすることも含まれると解すべきであり、司法書士の事

務所変更の届出は、司法書士が事務所の変更につき登録の義務を負うこと

（司法書士法１４条、８条）、事務所には司法書士の事務所である旨表示す

る必要があること（司法書士法施行規則２０条）などからして、形式的に司

法書士事務所を設けた旨外部に明らかにするものということができるから、

上記「事務所を設ける」ことに当たる。 

したがって、審査請求人が、Ａ地事務所で司法書士業務を行いながら、Ｂ

地事務所への事務所の移転の届出をして、その旨登録をしたのは複数事務所

の設置に当たる。 

５ 結論 

以上からすると、審査請求人の主張はいずれも理由がなく、本件審査請求

に理由がないことは明らかであるから、棄却されるべきである。 

第３ 調査審議の経緯 

当審査会は、平成３０年４月１１日、審査庁から諮問を受けた。その後、当

審査会は、同月２０日、同年５月１０日及び同月１８日の計３回の調査審議を

行った。 
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また、審査庁から平成３０年５月９日及び同月１６日に資料の提出を受けた

ほか、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）７４条の規定に基づき、同

月１日に法テラスに対し調査を行い、同月１０日に回答の提出を受けた。なお、

審査請求人に対し、主張書面又は資料の提出期限を同月８日とする旨通知した

が、期限までにいずれも提出はなかった。 

第４ 当審査会の判断 

 １ 審理員の審理手続について 

（１）審理員の指名 

審査庁は、平成２９年１２月２２日、本件審査請求の審理手続を担当す

る審理員として、民事局付であるＹを指名し、同日付けで、その旨を審査

請求人及び処分庁に通知した。 

（２）審理手続 

ア 審理員は、平成２９年１２月２２日、処分庁に対し、審査請求書の副

本を送付するとともに、平成３０年１月２３日までに弁明書を提出する

よう求めた。 

イ 処分庁は、平成３０年１月１７日付けで、審理員に対し、弁明書及び

関係資料を提出した。審理員は、同月１８日付けで、審査請求人に対し、

弁明書の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年２月

８日までに提出するよう求めた。 

ウ 審査請求人は、平成３０年２月６日付けで、審理員に対し、反論書を

提出した。 

エ 審理員は、平成３０年２月８日、処分庁に対し、反論書の副本を送付

した。 

オ 審理員は、平成３０年２月２３日、処分庁に対し、質問書を送付し、

同年３月７日までに文書で回答するよう求めた。 

カ 処分庁は、平成３０年２月２８日付けで、審理員に対し、回答書及び

関係資料を提出した。審理員は、同年３月１日付けで、審査請求人に対

し、回答書の副本を送付するとともに、再反論書を提出する場合には同

月９日までに提出するよう求めた。 

キ 審査請求人は、平成３０年３月８日付けで、審理員に対し、再反論書

を提出した。 

ク 審理員は、平成３０年３月２３日付けで、審理関係人に対し、審理を

終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時
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期が同月３０日である旨を通知した。 

ケ 審理員は、平成３０年３月３０日付けで、審査庁に対し、審理員意見

書及び事件記録を提出した。 

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点

はうかがわれない。 

２ 本件処分の適法性及び妥当性について 

審査請求人は、上記第１の３のとおり、本件処分の原因とされている①か

ら④までの事実及び⑥の事実に係る行為の存在を争い、又はこれらの行為が

司法書士法４７条にいう「司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に

違反したとき」に当たらない旨主張しているため、以下、検討する。 

（１）①及び④の事実について 

審査請求人は、Ｐほか５名に法律相談援助を行った際、地方事務所長の

承認を得ずにこれらの者と直接委任契約を締結した事実については認めた

上で、これらの直接委任契約の締結は、相手方である法律相談被援助者か

ら請われてしたのであり、審査請求人から勧誘をしたことはないから、上

記各直接委任契約締結において地方事務所長の承認を得なかったことは契

約条項１６条２項に違反しない旨主張している。 

当審査会が、法テラスに対してこの契約条項の規定の目的を尋ねたとこ

ろ、「本規定は、法律相談援助を受けた被援助者が、本来であれば当該事

件について代理援助又は書類作成援助を利用することができるにもかかわ

らず、そのことを認識せずに私選契約を締結することによる不利益を回避

することにある。」とし、「本規定は、『勧誘してはならない』との文言

を用いているが、上記の趣旨から、センターは、（１）私選契約を締結す

るよう勧誘してはならないことのみならず、（２）地方事務所長の承認な

く私選契約してはならないことの二つを禁止していると解釈して」いると

の回答があった（回答書（平成３０年５月８日付け））。 

そこで検討すると、契約条項１６条２項が法律相談被援助者と直接委任

契約を締結することの勧誘について地方事務所長の承認を要するとしてい

る趣旨は、資力の乏しい法律相談被援助者（これらの者は十分な法律知識

を有していないのが通常である。）が、法律相談担当者である弁護士・司

法書士と直接委任契約を締結することにより、総合法律支援法２条の基本

理念に基づき同法３０条１項２号に規定された代理援助又は書類作成援助

を受ける機会を失うことを防ぐことにあると考えられる。 
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そして、そのような法律相談被援助者に有利な機会を喪失するおそれは、

法律相談担当者が積極的な誘引をするのでなくとも、直接委任契約を締結

することができる旨示唆したり、法律相談被援助者からの直接委任契約締

結の要望を受け入れたりする場合など、法律専門家である法律相談担当者

が直接委任契約を締結しようとする場合には同様に生じ得るものである。

総合法律支援法は、１０条３項において、隣接法律専門職者である司法書

士は、総合法律支援の意義及び自らの職責に鑑み、同法が掲げる基本理念

にのっとり、総合法律支援の実施のための協力をするよう努めるものとす

る旨規定しており、審査請求人は、法テラスの契約司法書士として、総合

法律支援の制度の目的に沿って法律相談被援助者への支援に努めることが

期待されているのであって、上記のような機会の喪失のおそれが生じてい

るにもかかわらず、それを放置することは同制度の趣旨に反するものとい

える。そうすると、契約条項１６条２項において自己と直接委任契約を締

結するよう勧誘することについて地方事務所長の承認を要するとしている

のは、広く法律相談担当者が法律相談被援助者との間で直接委任契約を締

結しようとするに当たって、地方事務所長の承認を要する趣旨であると解

するのが相当である。 

しかるところ、綱紀調査委員会第２部会会員事情聴取（東京司法書士会

によるもの、平成２７年１月２８日）ほかの記録によれば、審査請求人は、

Ｐらに法律相談援助を行い、これらの者との間で直接委任契約を締結した

のであるから、たとえこれが法律相談被援助者から請われたものであった

としても、審査請求人が、各直接委任契約を締結しようとしたことは明ら

かである。そして、審査請求人は、それらの際に地方事務所長の承認を得

なかったのであるから、契約条項１６条２項違反があったと認められ、し

かも、審査請求人は同項の規定について十分に認識しておらず、相手方に

上記援助の利用に関する意向確認をしたかも明らかではない。  

（２）②の事実について 

審査請求人は、Ｐから電話で相談を受けて法律相談援助を実施したとし

て法律相談費の請求をしたことは認めた上で、法テラスの前身である法律

扶助協会との間でも民事法律扶助業務に係る契約を締結していて、当該契

約においては電話相談も法律相談援助の対象とされていたことから、この

ような事態になるまで電話相談を法律相談援助の対象から除外する契約条

項７条２項の存在を知らず、電話相談も法律相談援助の対象になると思い
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違いをしていたものであり、悪意はなく、そのような悪意のない間違えを

不正請求であるとして懲戒処分の原因とすることは違法又は不当である旨

主張する。 

しかし、法律相談援助の方法として電話相談が許容されていないことは

契約条項７条の規定から明らかであって（法律専門家である司法書士にと

ってみれば、なおさらである。）、かかる同条の解釈に関する審査庁の判

断（上記第２の２）は正当である。また、当審査会の法テラスへの照会に

対する回答書（平成３０年５月８日付け）も踏まえると、そもそも法テラ

スの前身である法律扶助協会においても、民事法律扶助業務の対象として

電話相談が含まれていたとは考え難く、審査請求人の主張はこの点からし

ても前提を欠き、理由がないものというほかはない。 

以上のとおり、審査請求人は、司法書士として知っているべき契約条項

に違反し、請求できない電話相談の法律相談費を請求したのであり、また、

そもそも相談の内容が本件直接委任契約により処理すべきものについて、

法律相談費を請求したものである。  

（３）③の事実について 

審査請求人は、Ｐの代理人として事務所に来所したＱと面談し、本件直

接委任契約の解除の手続に加え、今後のＰの債務整理に関する法律相談を

も行ったことから、Ｐに対して法律相談援助を行ったといえるとして、上

記Ｑとの面談について援助申込書を作成及び提出し、法律相談費を請求し

たことは、不正請求には当たらない旨主張している。 

しかしながら、Ｐ及びＱは本件処分に係る処分庁における調査において、

Ｐの債務についてはＰの母からの借入れにより債権者に弁済することとな

ったため、本件直接委任契約を解除したい旨申し伝えた上で、話合いを行

い、審査請求人が解除について合意した旨供述しており（綱紀委員会第３

部会事情聴取（Ｐ及びＱのもの、平成２４年１月２１日））、その他に債

務整理に関する法律相談といい得るようなやりとりがあったことは全くう

かがわれない上、上記供述に係る状況の下において、改めて民事法律扶助

業務の一環としての法律相談援助を受けるというのは不可解というほかは

ないことからしても、審査請求人がＱとＰの債務整理に関する法律相談を

行ったとは認め難い。そうすると、仮に審査請求人の主張どおり債務整理

に係る何らかのやりとりがあったとしても、本件直接委任契約の解除につ

いての話合いの一環とみるべきであり、当該解除の手続は、本件直接委任



 

12 

 

契約に起因するものであるから、これが法律相談援助の対象ではないこと

は明らかである。 

そうすると、Ｑとの面談は法律相談援助の対象とはなり得ないものとい

うほかはないところ、審査請求人は、当該面談に関して、援助申込書を作

成、提出し、法律相談費を請求したのである。 

（４）⑥の事実について 

審査請求人は、事務所の移転の届出後もＡ地事務所で司法書士業務を行

っていたことは認めた上で、これは、Ｂ地事務所への移転が遅れたためで

あり、双方の事務所で同時期に司法書士業務を反復・継続して行っていた

わけではないから、司法書士法施行規則１９条にいう「２以上の事務所を

設ける」ことには当たらない旨主張している。 

この点、司法書士法２０条及び司法書士法施行規則１９条が、司法書士

が２以上の事務所を設けることを禁止した趣旨は、司法書士の常駐しない

事務所が非司法書士の活動の温床になるおそれがあることや、司法書士に

対する所属司法書士会による指導権の実効性を確保する必要があることに

鑑み、司法書士の事務所を単一明確にすることにあると考えられ、司法書

士がその事務所の所在地の変更を日本司法書士会連合会に届け出るべきこ

ととされている（司法書士法１４条及び８条参照）のも同様の趣旨による

ものと考えられる。そして、これらの司法書士法の規定の趣旨に加え、日

本司法書士会連合会ホームページにおいて、事務所の所在地を含めた司法

書士会員情報が公開されること（日本司法書士会連合会会則７０条２項並

びに日司連業務及び財務等の情報公開に関する規則２条及び４条参照）を

も参酌すれば、司法書士が実際に業務を行っている事務所があるにもかか

わらず、実際に業務を行っていない事務所にその事務所の所在地を変更し

た旨届け出ることは、それ自体、実際に業務を行っている事務所を不明確

にし、実際に業務を行っていない事務所における非司法書士の活動の温床

となるおそれを生じさせたり、所属司法書士会による指導権の行使の妨げ

となったりする行為と考えられることから、司法書士法施行規則１９条に

規定する「２以上の事務所を設ける」ことに当たると解すべきである。 

審査請求人は、Ａ地事務所で司法書士業務を行いながら、Ｂ地事務所へ

の事務所の移転の届出をしたのであり、双方の事務所で同時期に司法書士

業務を行っていないとしても、かかる届出をすること自体が司法書士法２

０条及び司法書士法施行規則１９条に違反するものというのが相当である。
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よって、審査請求人の上記主張は採用することができない。 

（５）小括 

以上によれば、本件処分の原因とされている①から④までの事実及び⑥

の事実に係る審査請求人の行為について、懲戒事由に当たらないとする審

査請求人の上記主張は採用することができない。そして、その他に、本件

処分が違法又は不当であるというべき事情もない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件処分が違法又は不当であるとはいえないから、本件審

査請求を棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 
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